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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

全日本空輸株式会社所属エアバス・インダストリー式Ａ３２０－２００型ＪＡ 

８３９２は、平成６年６月１８日０９時１３分ごろ同社定期３５１便（名古屋／鹿児 

島）として鹿児島空港に着陸した際、滑走路に尾部を接触させ、機体を損傷した。

同機には、乗組員６名ほか乗客１４０名、計１４６名が搭乗していたが、死傷者は 

なかった。

同機は中破したが、火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　調査組織

航空事故調査委員会は、平成６年６月１８日、本事故の調査を担当する主管調査 

官ほか３名の調査官を指名した。

平成７年２月２４日、１名の調査官を追加指名した。

1.2.2　調査の実施時期

平成６年６月１８日～１９日 現場調査



平成６年６月２０日～２２日 飛行記録装置及び操縦室用音声記録装置解析

1.2.3　原因関係者からの意見聴取

意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ８３９２は、平成６年６月１８日、定期３５１便として名古屋空港から鹿児島 

空港へと飛行した。

機長によれば、飛行計画の段階で、鹿児島空港は梅雨前線の影響が予想されたが、 

滑走路３４は追い風成分が８～１０ktで推移していたので、風の状況がこのまま推移 

すれば着陸可能と判断され、天候が悪い場合は福岡空港へダイバートするとの条件付 

きで運航管理者と合意し、飛行計画を提出した。

その後同機は、運航乗務員２名、客室乗務員４名及び乗客１４０名、計１４６名が 

搭乗し、０８時０６分に名古屋空港を離陸して鹿児島空港へと向かった。

０９時１３分ごろ、同機は鹿児島空港の滑走路34に着陸したが、その際滑走路に 

尾部を接触させ、機体を損傷した。

飛行記録装置の記録及び管制交信記録により、同機が鹿児島タワーと交信を始めて 

から尾部を接地するまでの経過を記すと、次のとおりであった。（2.10.2に記載のと 

おり、操縦室用音声記録装置には事故時の記録は残されていなかった。）

なお、時刻は、管制交信記録を基準とし、飛行記録装置の内蔵時計の時刻には、所 

要の修正を行っている。

０９時１０分ごろ、気圧高度３，３００ft付近を飛行中の同機は、鹿児島タワー 

（以下、「タワー」という。）と交信し、滑走路上の風に関する情報の提供を求めた。

これに対してタワーから、滑走路３４側は１３０°／８kt、滑走路１６側は 

１３０°／７ktの風であるとの応答があった。

これに引き続いて、同機は滑走路３４へ直線進入を希望する旨をタワーに連絡し、 

更に滑走路３４へのＩＬＳ進入を要求して了解された。

この時、タワーから滑走路３４側の風は、１３０°／８ktであることが伝えられた。

その後、同機はＩＬＳのコースに乗って降下し、脚下げ、フラップ／スラットの 

ＦＵＬＬ位置（３５°／２７°）への変更、オートパイロットの解除等を行った。

０９時１２分２３秒、同機は、タワーから風が１３０°／８ktであるとの通報を 

受け、０９時１２分４３秒、対地高度５００ft（気圧高度約１，５００ft）を対気



速度（ＣＡＳ）約１３５ktで通過した。

電波高度３００ftを通過する頃から、機体の降下率の変動が顕著となり、サイドス 

ティックで機首上げ・機首下げ操作が繰り返されながら、進入が続けられた。

０９時１３分０６秒、同機は対気速度（ＣＡＳ）１２９～１３０ktで滑走路末端付 

近を通過した。

着陸前、同機は降下率が大きくなり（１，４０８ft／min）、着陸直前にはサイドス 

ティックが機首上げいっぱい付近まで操作された。

０９時１３分１１秒、同機が着陸したことを示す衝撃があったが、その後機体が浮 

き上がり気味となり、０９時１３分１３秒、再度衝撃があった。

２回の衝撃の間に同機のピッチ角は増加を続け、２回目の衝撃が発生したころ、同 

機は尾部を接地した。

機体が浮き上がり気味となっている間、サイドスティックは中立位置付近に戻され 

ていた。

また、２回の衝撃の間にグラウンド・スポイラが展開を開始し、２回目の衝撃の後 

にすべてのスポイラが全開した。

０９時１３分１７秒にスラスト・リバーサが展開した。

機長は、降下開始前から着陸までの飛行経過について次のとおり述べている。

本機は機長が左席で操縦し、機体には異状もなく飛行が継続された。

降下開始前の０８時４５分頃から、ＡＣＡＲＳやカンパニー無線で、鹿児島空 

港の気象情報を入手し、空港の北側にレーダ・エコーがあるが、追い風成分が制 

限値内であり、先行便（ＡＮＡ　５４１）が滑走路３４に着陸していることから、 

本機も滑走路３４に着陸することを計画した。

鹿児島タワーにイニシアル・コンタクトした時、通報された風は制限値内であ 

り、機上の気象レーダでは鹿児島空港の北側にエコーが観測されたので、滑走路 

３４への直線進入を決意し、タワーに了解を求めて、許可された。この時、鹿児 

島空港の滑走路は機上から視認することが既に可能であり、その後も引き続き視 

認することができた。

進入時、フラップをフルフラップ位置にした時、ターゲットスピードを 

ＶLS（Lowest Selectable Speed １２８kt）に６ktを加えた１３４ktにセットし、 

オート・パイロットとオート・スロットルをオフにして、マニュアル操縦に切り 

換えた。

その後アップウオッシュによりＩＬＳグライドパスより若干上方になったのを 

修正し、５００ft　ＡＧＬに達した時、副操縦士が、「スピード　ＶLS＋５kt、 

シンク・レート　１，０００ft」とコールしたので、これが左席の計器と一致し、 

スタビライズしていることを確認した。



また、これと前後して、タワーから通報された風が、追い風制限値内であるこ 

とを確認し、ＮＤ（ナビゲーション・ディスプレイ）に表示される風をモニター 

しながら、進入を継続した。

風の息はなかったが、アップ／ダウン・ウオッシュは、かなりあった。

滑走路末端は、ターゲットより若干少い１３３kt位の速度で通過した。

ショート・ファイナルからフレア開始までは、気流の乱れもなく飛行状態は落 

ち着いており何の不安も感じなかった。

通常のタイミング（３０ftから２０ft位）でフレアを開始し、スラストをリデ 

ュースした直後に機体の急激な沈みを感じた。

そこでこの沈みを止めるために反射的にサイドスティックを引いてピッチアッ 

プを試みた。しかし、ピッチアップによる沈下率の減少が得られないまま、ドン 

と落着気味に接地した。

接地時のピッチ角は、見ていないが、通常より若干大きい程度で大きく上がっ 

たという感覚はなかった。

接地後機体の浮き上がりを感じたので、バウンドしたと思い、サイドスティッ 

クを中立にしたままリバースをかけるのを一瞬待ち、メインギアが接地したのを 

確認してからフル・リバースにし、通常の制動操作を行った。

着陸時のピッチ角は多少高めであるとは感じていたが、着陸後も含めて尾部が 

接地するほどピッチが上がったとの認識はなかった。

ランプ・イン後にキャビン・アテンダントより「着陸した時に衝撃があり、そ 

の直後に機体後部で異音がした。」という報告を受け、整備士にこの旨を伝え尾 

部の点検を依頼したところ、尾部の接地痕が確認され、その報告を受けた。

客室乗務員によれば、着陸時の概要は次のとおりであった。

着陸前に禁煙のサインが点灯した頃、気流不安定でかなりの機体の揺れが暫ら 

く続き、その後大きな揺れはおさまったが、突然機体が落ちるような感じで着陸 

し、衝撃があった。

その直後、後部に着席していた客室乗務員は、機体後部下部が地面に接触し、 

引きずるような音を聞いた。

事故発生地点は、鹿児島空港の滑走路３４末端から約１，０００ftの滑走路上の 

地点で、事故発生時刻は、０９時１３分頃であった。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷

なし



２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　損壊の程度

中破

2.3.2　航空機各部の損壊の状況

(1)　胴体尾部下面外板 損傷

(2)　後部圧力隔壁下部 損傷

(3)　胴体尾部下面側のフレーム及びストリンガ 損傷

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

埋め込み式滑走路中心線灯１基 破損

２．５　運航乗務員に関する情報

(1)　機長 男性 ４７歳

定期運送用操縦士技能証明書（飛行機） 第３３３９号

昭和６３年１０月６日取得

限定事項 陸上単発機 昭和４７年９月２９日

陸上多発機 昭和４８年９月１２日

日航製式ＹＳ－１１型 昭和４９年１０月１日

ボーイング式７３７型 昭和５４年６月２０日

〃 ７４７型 昭和６０年５月２８日

エアバス・インダストリー式Ａ３２０型

平成３年１２月２６日

第１種航空身体検査証明書 第１６９００３８０号

有効期限 平成６年９月２７日

総飛行時間 ８，５０３時間１５分

同型式機による飛行時間 １，０７３時間５７分

最近３０日間の飛行時間 ３５時間３５分

最近９０日間の飛行時間 １２０時間３５分

同型式機 機長発令年月日 平成４年５月２６日

当該路線資格取得 最新の更新日 平成６年５月１５日

最近２４時間の勤務時間 ５時間３７分

当日勤務時間以前の休憩時間 １５時間５８分



(2)　副操縦士 男性 ３０歳

事業用操縦士技能証明書（飛行機） 第１２３０５号

平成３年１１月１５日取得

限定事項 陸上単発機 平成３年１１月１５日

陸上多発機 平成４年４月１５日

エアバス・インダストリー式Ａ３２０型

平成５年９月２８日

第１種航空身体検査証明書 第１６３６８２６２号

有効期限 平成７年６月１３日

総飛行時間 ５８２時間１７分

同型式機による飛行時間 ２９１時間１２分

最近３０日間の飛行時間 ２０時間２９分

最近９０日間の飛行時間 ８１時間１５分

副操縦士発令年月日 平成５年１２月１４日

最近２４時間の勤務時間 ７時間３７分

当日勤務時間以前の休憩時間 １５時間５８分

２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 エアバス・インダストリー式Ａ３２０－２００型

製造番号 ３２８

製造年月日 １９９２年４月１５日

耐空証明書 第東６－１８８号

有効期限 整備規程（全日本空輸株式会社）の適用を受けている期間

総飛行時間 ３，７６６時間３１分

定期点検（A点検平成6年5月22日実施）後の飛行時間 １３７時間３７分

2.6.2　エンジン

Ｎｏ．１ Ｎｏ．２

型式 ＣＦＭ５６－５Ａ１ ＣＦＭ５６－５Ａ１

製造番号 ７３１３９０ ７３１６６３

製造年月日 １９９０年９月１４日 １９９２年１月１７日

総使用時間 ５，２８５時間３７分 ３，７６６時間３１分

前回点検後の使用時間 １３７時間３７分 １３７時間３７分



2.6.3　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は約１３０，０００lb、重心位置は３２．８％ＭＡＣと推算 

され、いずれも許容範囲（最大着陸重量１４２，１００lb、事故当時の重量に対応 

する許容重心範囲１６．３～４４．０％ＭＡＣ）内にあったものと推定される。

2.6.4　燃料及び潤滑油

燃料は航空燃料ＪＥＴ Ａ－１、潤滑油はＥＸＯＮターボオイル２３８０（ＭＩ 

Ｌ－Ｌ－２３６９９）で、いずれも規格品であった。

２．７　気象に関する情報

2.7.1　天気概況

当日、０５時３０分、鹿児島地方気象台は概要次の九州南部地方の大雨に関する 

情報を発表している。

梅雨前線が九州南岸に停滞し活動が活発になっているため、九州南部では大 

雨となるでしょう。

０５時のレーダ観測によると、発達した雨雲が薩摩半島の南端から南西海上 

に連なっています。

この発達した雨雲は今後次々と九州南部へかかってくる見込みで、１時間に 

３０mmから５０mmの強い雨を降らせるでしょう。

2.7.2　気象庁鹿児島航空測候所における事故関連時間帯の観測値は次のとおりであ 

った。

08時42分 風向 １２０°、風速 １１kt、視程 ３km、天気 強い驟雨性の雨、 

雲 １/８層雲５００ft ４／８積雲１，０００ft ６／８積雲 

２，５００ft.

気温 ２０℃、露点温度 １９℃、ＱＮＨ ２９．６０inHg

09時00分 風向 １２０°、風速 １２kt、視程 ８km、天気 弱い驟雨性の雨、 

雲 １／８層雲３００ft ５／８積雲２，０００ft ８／８積雲 

１０，０００ft、 

気温 ２０℃、露点温度 １９℃、ＱＮＨ ２９．６１inHg

09時30分 風向 １２０°、風速 ７kt、視程 ６km、天気 驟雨性の雨、 

雲 １／８層雲３００ft ５／８積雲１，５００ft ６／８積雲 

２，５００ft、

気温 ２０℃、露点温度 １９℃、ＱＮＨ ２９．５９inHg



2.7.3　事故時の風向風速

事故が発生した０９時１３分ごろの風向及び風速は、付図３に示すとおりであっ 

た。

2.7.4　飛行場気象情報

１１時０５分に鹿児島航空測候所から、次の「低層の乱気流情報」が発出された。

１０時３０分国分上空の２，０００～３，０００ftでMOD・TURB（並の強さの乱 

気流）が観測されました。今後も低層の乱気流（１，６００ft未満）が予想 

されます。

梅雨前線が九州南部付近に停滞し、前線上を低気圧が通過する見込みです。

２．８　通信に関する情報

同機は着陸の前後、周波数１１８．２MHzでタワーと交信していたが、通信状況は良 

好であった。

２．９　航空保安施設等に関する情報

2.9.1　飛行場

鹿児島空港は、標高２７１．６ｍ、滑走路は、方位１６／３４、長さ３，０００ｍ、 

幅４５ｍ、滑走路面はアスファルト・コンクリート舗装で、グルービングが施され 

ている。

2.9.2　航空保安施設

鹿児島空港の航空保安施設のうち、同機の運航に必要としたＶＯＲ／ＤＭＥ、 

ＮＤＢ、ＩＬＳ及び進入角指示灯（ＰＡＰＩ）は事故当時、いずれも正常に運用さ 

れていた。

２．１０　飛行記録装置及び操縦室用音声記録装置に関する情報

同機には、米国フェアチャイルド社製Ｆ８００型デジタル式飛行記録装置（以下 

「ＤＦＤＲ」という。）及び同社製Ａ１００Ａ型操縦室用音声記録装置（以下「ＣＶ 

Ｒ」という。）が装備されていた。

両装置とも機体後部に装備されており、無傷の状態で回収された。

2.10.1　ＤＦＤＲの記録

ＤＦＤＲには、同機が名古屋空港を出発してから鹿児島空港でランプ・イン後 

０９時１９分に全エンジンが停止されるまでの間の各種飛行データが記録されてい



た。

本事故の調査に使用した主な記録をグラフにして別添に示す。

2.10.2　ＣＶＲの記録

回収したＣＶＲの再生は可能であったが、再生したところ、同機が鹿児島空港に 

ランプ・インした後の薩摩及び鹿児島グランドと他機との無線交信が記録されてい 

るだけで、事故発生前後の記録は、残されていなかった。

事故前後のＣＶＲの記録が残されていなかったのは、ＣＶＲに関する運航者発行 

のＥＯ（技術指示書）の記述に誤りがあり、その結果として、ＣＶＲのサーキット 

ブレーカに誤った改修が行われたことに起因するものである。これについては、以 

下のとおりである。

前記のＥＯは、ＣＶＲの記録保存が必要であると判断された場合にＯＦＦにすべ 

きサーキットブレーカを判別しやすくするため、当該サーキットブレーカに白色の 

キャップを装着する改修を行う目的で発行されたものであった。

Ａ３２０型機のＣＶＲ用のサーキットブレーカには、制御用と電源用の２種類が 

あり、正しくは電源用のサーキットブレーカに白色のキャップを装着しなければな 

らなかったが、当初のＥＯでは、誤って制御用のサーキットブレーカに白色のキャ 

ップを付すように指示していた。

その後同社ではこの誤りに気付き、平成６年６月３０日までに白色キャップを正 

しくＣＶＲの電源用サーキットブレーカに装着し直すよう、ＥＯを改訂した。しか 

しながら、事故機については、事故時には当該ＥＯの改訂版が未実施であったので、 

白色キャップは、ＣＶＲの制御用サーキットブレーカに取り付けられたままであっ 

た。今回同機がランプ・イン後、尾部を接地した損傷が確認されたので、整備士は、 

ＣＶＲの記録を保存するため、操縦室内にある白色キャップの付いたサーキットブ 

レーカを電源用と判断してオフにした。しかし、前述のとおり当該サーキットブ 

レーカは制御用であり、一方、電源用のサーキットブレーカはＯＮの状態であった 

ので、その後地上電源が接続された時にＣＶＲは、録音状態となって作動を続け、 

やがて事故時の記録は、上書きされて失われた。

なお、その後の平成６年６月２１日、事故機のＣＶＲのサーキットブレーカは、 

ＥＯ改訂版による改修を完了している。

２．１１　その他必要な情報

2.11.1　機体の損傷状況（写真１～５　参照）

(1)　胴体尾部下面外板損傷（変形及び擦り傷）

フレーム番号６６から７０の間でストリンガ４２Ｌから４２Ｒ間の外板が変形



フレーム番号７０の所で８cm×６cmの外板が欠落

フレーム番号７０から７２の間でストリンガ３３Ｌから３３Ｒ間の外板が変形

(2)　後部圧力隔壁の損傷

下部：左舷側へ５４cm、右舷側へ４１cmの計９５cmにわたりフレーム取付部か 

ら幅約２０cmにわたり変形（最大３cm程度の前方側への座屈）

(3)　フレームの損傷

フレーム番号６６：ストリンガ４２Ｌから４４にかけて変形

フレーム番号６７:ストリンガ４２Ｌから４２Ｒにかけて変形

フレーム番号６８:ストリンガ４２Ｌから４２Ｒにかけて変形

フレーム番号６９:ストリンガ４２Ｌから４２Ｒにかけて変形

フレーム番号７０:後部圧力隔壁取り付けＹリング・ストリンガ４３Ｌから 

４３Ｒにかけて一部に変形あり

フレーム番号７１：ストリンガ３３Ｌから３３Ｒにかけて変形

(4)　ストリンガの損傷

フレーム番号６６から７０の間のストリンガ４２Ｌ、４２Ｒ、４３Ｌ、４３

Ｒ及び４４の計５本が約２ｍにわたり変形

フレーム番号７０から７２の間のストリンガ３３Ｌ、３３Ｒ及び３４の計３ 

本が変形

フレーム番号７０のところのストリンガ４４に変形及び亀裂

2.11.2　滑走路上の機体接触痕跡

滑走路３４の末端から３３０ｍの地点の埋め込み式滑走路中心線灯とその前後の 

中心線標識上に同機の接触痕が認められた。

2.11.3　進入中の同機が同社のＡＣＡＲＳにより受信した同空港の運用状況及び 

気象に関する通報の概要を以下に示す。（原文は英文で記されている。）

(1)　０８時１８分通報 空港気象

観測時刻 日本時間午前８時０６分

鹿児島空港 風向 １１０°、風速 １０kt、視程 ３，５００ｍ、 

天気 驟雨性の雨、飛行場付近霧、

雲量 １／８～４／８、雲底高度 ５００ft 層雲、 

雲量 １／８～４／８、雲底高度 １，０００ft 積雲、

雲量 ５／８～７／８、雲底高度 ２，５００ft 積雲、

気温２０℃／露点温度１９℃、ＱＮＨ ２９．６２inHg、 

霧は飛行場の南に存在



(2)　０８時５０分通報 運航通報

０８時４５分における鹿児島空港情報

着陸は滑走路３４を使用中で、路面は湿潤状態であるが異状なし。

地表付近の風は、風向１３０～１５０°／風速６～１４kt、追風成分は 

８～１０ktで、最小６kt、最大１３kt。

ＡＮＡ５４１便はアウタ・マーカ付近で滑走路を視認できた。 

しかし、最終進入区域には散在する低層の層雲が現れている。 

強度が並のレーダ・エコーが空港の北３kmにあり、東に移動中。 

進入区域にレーダ・エコーが分布し、そのほとんどは強度が弱である。

2.11.4　Ａ３２０型機の背風制限

同社のＡＩＲＢＵＳ　Ａ３２０飛行機運用規程（以下、「飛行機運用規程」とい 

う。）第１章 運用限界の中の１－２ エアプレン・リミッツのオペレイショナル・ 

リミッツの項に「離陸および着陸時の最大背風：１０kt」と記載されている。

３　事実を認定した理由

３．１　解析のための試験及び研究

3.1.1　ＤＦＤＲの記録に基づく飛行状況の推定

尾部接地前後のＣＶＲ記録が誤消去されていたため、ＤＦＤＲの記録から、事故 

時の状況を推定した。

その概要は、次のとおりである。

すなわち、同機は気圧高度２，１００ft付近を通過中に自動操縦装置が解除され、 

手動操縦により進入が継続された。

電波高度３００ftを通過した頃から降下率が安定せず、サイドスティックで機首 

上げ・機首下げ操作が繰り返されながら進入が継続された。

着陸直前に機体が大きく降下したため、サイド・スティックが機首上げいっぱい 

付近まで操作されたが、その直後に着陸の衝撃が発生した。

この衝撃の後、機体が浮き上がり気味となり、サイドスティックは中立位置付近 

に戻された。

最初の衝撃から２秒後に再び衝撃が発生したが、２度の衝撃の間に機体のピッチ 

角は増加を続け、２回目の衝撃の際、同機の尾部が滑走路に接触したものと推定さ 

れる。

上記推定に至ったＤＦＤＲ記録の分析の経過を順を追って示すと、次のとおりで



ある。

(1)　着陸時の衝撃の発生

０９時１３分１１秒及び同１３秒に、ＤＦＤＲの垂直加速度等のデータに異 

常な値が記録されていた。

これは着陸に伴う衝撃を示すものと推定される。

すなわち、同機は０９時１３分１１秒に着陸による最初の衝撃を発生し、そ 

の２秒後に再び強く接地した衝撃を発生したと考えられる。

なお、上記の異常な値は、当該機のＤＦＤＲが磁気テープにデータを記録す 

る方式であるため、記録部のヘッドが着陸時の衝撃の影響を受けたことにより 

発生したものと考えられる。

(2)　着陸前の操縦操作

０９時１１分５６秒ごろ、同機が気圧高度２，１００ft付近を通過中に自 

動操縦装置が解除され、手動操縦により進入が継続された。

同機が電波高度３００ft付近を通過した０９時１２分５２秒ごろから機体降 

下率の変動が顕著となり、サイドスティックによる機首上げ・機首下げ操作が 

顕著に繰り返され、これに伴い機体のピッチ角の変動も大きくなった。

この傾向は電波高度５０ftを通過した後も続き、フレア操作が必要となる対 

地高度４０～３０ft付近を通過した１３分０７秒にも機首下げ側に６．３度 

のサイドスティック操作が行われた。

この操作は、この直後の降下率の増大の要因のひとつになったものと考えら 

れ、着陸直前の０９時１３分１０秒、大きな降下率（１，４０８．０ft/min） 

が生じた。

そのためサイドスティックが機首上げいっぱい付近の角度（－１６．１°）ま 

で操作されたが、機体は落着気味に着陸し、最初の衝撃が発生した。

上記の機首上げいっぱい付近までのサイドスティックの操作が、その後の機 

体ピッチ角の増加をもたらし、尾部接地の主要因となったと考えられる。

電波高度３００ft付近から着陸１秒前までのエンジン操作については、Ｎ１ 

の変化で見ると、第１エンジンは４８．６～５１．４％、第２エンジンは 

４７．９～５０．１％と、いずれもほぼ一定となっていた。

なお、１３分１０秒の大きな降下率の発生に関しては、ＤＦＤＲの記録から 

は、次の事柄も関与していたものと推定される。

すなわち、着陸の最初の衝撃が発生する直前に機体ピッチ角の低下と共に迎 

角も浅い方へ変位し、同時に対気速度（ＣＡＳ）も接地１秒前には１２６．５ 

ktにまで低下していたため、これが揚力の低下を招き、大きな降下率の発生を 

もたらす別の要因となったと考えられる。



(3)　車輪接地後の機体の浮き上がり

着陸後の２回の衝撃発生の間の０９時１３分１２秒に、エア／グラウンド・ 

センサは左右主脚がグラウンド（接地）の状態にあることを示していた。

当該エア／グラウンド・センサは、主脚１本当たり２．０ｔの荷重を検知 

するかを境として、機体がエア（浮揚）かグラウンドかを判別する仕組みであ 

ること、また、垂直加速度（１／８秒間隔で記録されている。）の１３分１２ 

秒台のデータは、すべて１ｇよりも小さい値を示しており、最初の０．８６０ｇ 

の後、少し低い値の０．８１３ｇが４回安定して続いていたことから、０９ 

時１３分１２秒台にはショック・アブソーバがある程度伸び、機体が浮き上が 

ったように感じられる状態にあったものと推定される。

(4)　機体浮き上がり中の操縦操作

着陸直前に機首上げいっぱい付近まで操作されたサイドスティックは、機体 

が浮き上がった状態にあったと推定される０９時１３分１２秒には－２．１°と、 

中立位置付近に戻されていた。

次に、スラスト・レバーの位置については、ＤＦＤＲのデータからは明確に 

できなかったが、２回の衝撃の前後で燃料流量（２秒毎に記録される。）は次 

のように変化していた。

燃料流量（lbs／h） 第１エンジン 第２エンジン

１３分１０秒 ２，０２４ １，５２０

１３分１２秒 １，００８ ８４８

１３分１４秒 ２，２８８ ２，２９６

上記のデータから、スラスト・レバーは最初の衝撃発生（０９時１３分１１ 

秒）のころには推力を絞る方向に操作され、２回目の衝撃発生（０９時１３分 

１３秒）のころにスラスト・リバーサを作動させるための方向へと操作された 

と推定される。

スラスト・リバーサの展開は、両エンジン共に１３分１７秒からであった。

従って、スラスト・リバーサは尾部接地までの機体ピッチ角の変化には影響 

しなかったものと考えられる。

(5)　グラウンド・スポイラの展開

同機が浮き上がったような状態にあった０９時１３分１２秒、グラウンド・ 

スポイラが展開を開始したが、すべてのスポイラが全開となったのは尾部接地 

後と推定される１３分１４秒であった。

尾部接地と推定される１３分１３秒はスポイラが展開し始めた直後であり、 

スポイラ展開によるピッチアップモーメントの増加には時間遅れを伴うことが 

考えられるので、展開を開始したスポイラの尾部接地への影響は、着陸直前の



大きな機首上げ操作による影響よりは少なかったものと推定される。

(6)　尾部の接地

エアバスＡ３２０エアプレン・オペレーションズ・リファレンスによれば、 

同型式機の地上でのピッチ角限界（機体のロール角が０°の場合）は、次の 

とおりである。

主脚のショック・アブソーバが完全に圧縮されている場合：１１．３°

主脚のショック・アブソーバが圧縮されていない場合 ：１３．５°

同機が尾部を接地したと推定される時刻の前後で、ＤＦＤＲの機体ピッチ角 

の記録は、次のとおりとなっていた。

１３分１０秒 ３．５°

１１秒 ４５．１°（最初の衝撃）

１２秒 ９．５°

１３秒 １２．５°（２回目の衝撃）

１４秒 １１．３°

１５秒 １０．２°

１６秒 ７．２°

これらの値のうち、１３分１１秒の４５．１°は着陸時の衝撃の影響を受けた 

異常な値であると考えられ、１３分１３秒の１２．５°についても、その可能性 

を考慮する必要があるが、上記機体ピッチ角の変化の状況から、２回目の衝撃 

が発生した１３分１３秒ごろ、同機は尾部を接地したものと推定される。

3.1.2　着陸時の風

電波高度３００ftを過ぎるころから降下率の変動が顕著となり、接地直前に大き 

な降下率が発生したことに関しては、サイドスティック操作のほかに、次に示す風 

の影響も考えられる。

(1)　背風成分の変動

着陸前の１２分２３秒に同機が鹿児島タワーから通報を受けた風は 

１３０°／８ktで、背風成分は、飛行機運用規程の運用限界の範囲内であった。

同空港の風向風速計の記録によれば、車輪が接地する頃の滑走路３４側の風 

は、風向が１１０～１４０°、風速が６～１１ktの範囲で変動していた。

（付図３参照）

(2)　地形の影響による風の変化

鹿児島空港の南東方向及び東側には崖があるため、そのような崖の方向から 

吹く風は、崖の手前で吹き上げ、崖の上で吹き下ろす傾向があるとされ、風の 

強弱によっては、崖の付近で更に複雑な風となることもあるとされている。



事故時の滑走路３４側の風向は、地上の風向風速計の記録によれば１１０～ 

１４０°であり、南東方向の崖から滑走路３４の方向へ上記のような風の変 

化をもたらした可能性も考えられる。

３．２　解析

3.2.1　機長及び副操縦士は、適法な航空従事者技能証明及び航空身体検査証明を有 

していた。

3.2.2　同機は、有効な耐空証明書を有し、所定の整備及び点検が行われていた。

3.2.3　調査の結果、同機は、事故発生まで異状はなかったものと推定される。

3.2.4　同機は、背風を受けて進入したが、着陸前に地上から通報を受けた風の背風 

成分は、飛行機運用規程のオペレーショナル・リミッツの範囲内であった。

3.2.5　同機は、途中から手動操縦に切り換えて進入を継続したが、電波高度３００ 

ftを通過するころから降下率の変動が顕著となり、サイドスティックによる機首上 

げ・機首下げ操作が繰り返され、機体ピッチ角が不安定なまま進入を継続し、接地 

直前に降下率が急増し、大きな機首上げ操作を行うこととなり、落着気味に着陸し 

た。（０９時１３分１１秒、最初の衝撃発生）

なお、接地直前に降下率が急増したことについては、機体ピッチ角が不安定なま 

ま進入を継続したことに加え、風向・風速の変動が関係したことも考えられる。

3.2.6　接地直前の大きな機首上げ操作により、最初の衝撃の後も機体のピッチ角は 

増加を続け、０９時１３分１３秒に再び衝撃が発生した際、同機は尾部を接地した 

ものと推定される。

なお、最初の衝撃の後、機体が浮き上がり気味となり、サイドスティックは中立 

位置付近に戻されたが、機体ピッチ角の増加を抑えるための操作をする余裕がなか 

ったことも考えられる。

４　原因

本事故は、機体のピッチ角が不安定なまま進入を継続したため、接地直前に大きな 

機首上げ操作を行うこととなり、強く接地した後もピッチ角の増加が続き、尾部接地 

に至ったことによるものと推定される。



付図１　推定飛行経路図



付図２　地上天気図 １８００００Ｚ



付図３　風向風速計の記録

平成６年６月１８日 鹿児島空港 滑走路３４側



付図４　鹿児島空港周辺の地形
及び事故時の風向



付図５　エアバス・インダストリー式Ａ３２０型 
三面図



写真１

事故機後部

写真２

事故機後部下面損傷部分



写真３

フレーム６８ 
付近変形部分

写真４

後部圧力隔壁 
前側変形部分

写真５

後部圧力隔壁 
後側変形部分



別添
ＤＦＤＲの主要データ








